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○海陽町移住体験施設の設置及び管理に関する条例 

平成30年3月13日 

条例第2号 

(趣旨) 

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、

海陽町移住体験施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

(設置) 

第2条 移住又は定住を希望する者が地域住民及び地域との交流体験活動を行う拠点となる施設を整備

することにより、海陽町への移住・定住を促進し、交流人口の拡大及び地域の活性化を図ることを目

的として、施設を設置する。 

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

神野移住体験住宅 海陽町神野字柿谷136番地 

3 施設は、愛称を称することができる。 

(使用者の資格) 

第3条 施設を使用することができる者は、その者又は同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって、移住・定住

を目的として居住する意思があり、地域住民と円滑かつ積極的に交流をもてる者であって、次の各号

のいずれかに該当するものとする。 

(1) 町外から転入して海陽町への移住を希望している者 

(2) その他第2条の目的を達するため、町長が必要と認めた者 

(使用の許可等) 

第4条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用を中止し、又は変更

しようとする場合も、同様とする。 

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。 

(使用の不許可) 

第5条 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可をしないことができる。 

(1) 営利を目的とするとき。 

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。 

(3) 施設の運営上支障があると認めるとき。 

(4) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。 
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(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用さ

れると認めるとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。 

(使用許可の取消し及び変更) 

第6条 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許

可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。 

(1) 第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例若しくはこの条例に

基づく規則又は町長の指示した事項に違反したとき。 

(2) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。 

(3) 使用者が許可の申請書に偽りを記載し、又は不正の手段によって許可を受けたとき。 

(4) 前条各号のいずれかに該当したとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。 

2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。 

(使用期間) 

第7条 施設を使用することができる期間は、2年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める

場合は、これを3年以内まで延長することができるものとする。 

(使用料) 

第8条 施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。 

(使用料の減免又は徴収猶予) 

第9条 町長は、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料の減額若しくは免

除又は徴収の猶予をすることができる。 

(使用料の納付) 

第10条 町長は、施設の使用者から第4条の規定により使用を許可された日から当該使用者が施設を明け

渡した日(第6条第1項の規定による使用の停止若しくは使用の許可の取消し又は変更のあったときは

使用の停止若しくは使用の許可の取消し又は変更のあった日)までの間、使用料を徴収する。 

2 使用者は、第8条に基づく使用料について、使用する月の使用料を前納しなければならない。ただし、

やむを得ない事情により町長が認めた場合は、この限りでない。 

3 施設の使用者が、第4条に規定する手続を経ないで施設を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわら

ず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。 

(使用料の還付) 

第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、そ

の全部又は一部を還付することができる。 
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(使用者の義務) 

第12条 使用者は、許可の条件及び町長の指示に従い、常に善良な使用者として注意を払わなければな

らない。 

2 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止された

ときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。 

(損害賠償の義務) 

第13条 使用者は、施設、設備若しくは備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それ

によって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。 

(指定管理者による管理) 

第14条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定

する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。 

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第11条まで(第8条を除

く。)の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条から第7条まで、第10条及び第12条中「使

用」とあるのは「利用」と、第6条、第9条及び第10条並びに第12条及び第13条中「使用者」とあるの

は「利用者」と、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるもの

とする。 

(指定管理者の業務) 

第15条 前条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行うことができる業

務は、次のとおりとする。 

(1) 施設の利用許可等に関する業務 

(2) 施設全体の清掃業務 

(3) 利用料金等の収受に関する業務 

(4) 前3号に関する業務のほか、運用に付随する業務 

(5) その他施設の運営に関して町長が必要と認める業務 

(利用料金) 

第16条 利用料金は、第8条に規定する使用料の額を超えないものとし、指定管理者が町長の承認を得て

定める。 

2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させる

ことができるものとする。 

(委任) 

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成30年4月1日から施行する。 
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別表(第8条関係) 

利用期間 区分 使用料(円) 

20日以内 全施設1戸当たり 日額1,000円 

21日～1ヶ月以内 神野移住体験住宅A―1 月額21,000円 

神野移住体験住宅A―2 月額21,000円 

神野移住体験住宅B 月額30,000円 

神野移住体験住宅C 月額30,000円 

神野移住体験住宅D 月額30,000円 

 


